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(57)【要約】
【課題】強度を確保しつつ、複数の側溝用ブロックを角
度が異なるように接続可能な、集水桝用ブロックを提供
する。
【解決手段】四方に配置された第１ないし第４の側壁１
１～１４を有し、底部２５は開放され、上部に蓋受け枠
３０が搭載されているコンクリート製の集水桝用ブロッ
ク１０を提供する。第１から第３の側壁１１～１３は、
水路が形成されるように打ち抜かれるノックアウト孔２
９を備えている。第４の側壁１４の壁厚は、第１から第
３の側壁１１～１３の壁厚より厚く、側壁１４を貫通す
る水路２４が予め形成されている。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の側溝用ブロックを角度が異なるように少なくとも２方向に接続可能なコンクリー
ト製の集水桝用ブロックであって、
　四方に配置された第１ないし第４の側壁を有し、底部は開放され、上部に蓋受けが設け
られており、
　前記第１から第３の側壁は、前記第１から第３の側壁のうちの少なくとも１つの側壁が
、前記少なくとも１つの側壁を貫通する水路が形成され、または、前記水路が形成される
ように打ち抜き可能となっており、
　前記第４の側壁は、その壁厚が前記第１から第３の側壁より厚く、当該側壁を貫通する
水路が予め形成されている、集水桝用ブロック。
【請求項２】
　請求項１において、
　上部にグレーチング蓋を設置するために断面がＬ字型の部材により形成された蓋受け枠
を有し、
　前記蓋受け枠は、前記第１から第３の側壁の上に、前記蓋受け枠の外周面が前記第１か
ら第３の側壁の外周面とほぼ一致し、前記蓋受け枠の三辺が露出するように搭載され、前
記第４の側壁の内側上部に前記蓋受け枠の他の一辺が搭載されており、
　さらに、前記第４の側壁の外側上部は、前記蓋受け枠のほぼ上端まで達するコンクリー
ト製のスラブ部となっている、集水桝用ブロック。
【請求項３】
　請求項２において、
　前記第１から第３の側壁は、それらの壁厚が前記蓋受け枠の一辺の幅にほぼ等しい、集
水桝用ブロック。
【請求項４】
　請求項２または３において、
　前記第１から第３の側壁においては、前記蓋受け枠の三辺の上端が当該集水桝用ブロッ
クに接続される側溝用ブロックの上端に合わせられるようになっており、
　前記第４の側壁においては、前記スラブ部の上端が当該集水桝用ブロックに接続される
他の側溝用ブロックの上端に合わせられるようになっている、集水桝用ブロック。
【請求項５】
　請求項１ないし４のいずれかにおいて、
　前記第１から第３の側壁のそれぞれの外側面は鉛直方向にほぼ平坦に広がっている、集
水桝用ブロック。
【請求項６】
　請求項２ないし４のいずれかにおいて、
　前記スラブ部の上面に、当該集水桝用ブロックに接続される前記側溝用ブロックの暗渠
部の上面と連続する模様が付されている、集水桝用ブロック。
【請求項７】
　請求項１ないし６のいずれかに記載の集水桝用ブロックと、
　前記集水桝用ブロックの前記第４の側壁に水路が連通するように接続された第１の側溝
用ブロックであって、前記第４の側壁の水路を挟んだ幅と等しい幅の第１の側溝用ブロッ
クと、
　前記集水桝用ブロックの前記第４の側壁と直交する前記第１の側壁に接続された第２の
側溝用ブロックであって、前記第１の側溝用ブロックと等しい幅の第２の側溝用ブロック
とを有する側溝システム。
【請求項８】
　請求項７において、前記第１の側溝用ブロックおよび前記第２の側溝用ブロックは、門
型の側溝用ブロックであって、両側壁のそれぞれの外側面は鉛直方向にほぼ平坦に広がっ
ている、側溝システム。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数の側溝用ブロックを角度が異なるように接続可能な集水桝用ブロックに
関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１に、集水桝部材の製造方法が開示されている。この集水桝部材の製造方法は
、製造しようとする集水桝の外形に対応した角筒状の内方部型枠および外方部型枠の間に
、通水口形状に対応した通水部型枠を配置し、内外方部の型枠を周知のセパレータ金具や
フォームタイ金具で連結すると共に、フォームタイ金具で単管を連結して内外方部型枠を
固定した後、型枠内にコンクリートを打設し、コンクリート固化後に脱型してなる。
【特許文献１】特開２００３－３２１８７０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　側溝には、例えば、複数の側溝用ブロックを、集水桝用ブロックにより、角度が異なる
ように少なくとも２方向に接続してなるものがある。このような側溝では、集水桝用ブロ
ックあるいは会所桝用ブロックとして、例えば、特許文献１のような、角筒状、典型的に
は、平面略立方体状の集水桝部材が用いられる。
【０００４】
　図１７は、側溝の一例を平面図（上面図）により示している。図１７に示した側溝シス
テム９１では、複数の側溝用ブロック９０により施工された３方向の側溝９２ａ、９２ｂ
および９２ｃを集水桝用ブロック１１０により接続している。この例では、道路境界、た
とえば、道路１０１と民間の土地（民地）１０２との境界１０５に沿って施工された側溝
９２ｂおよび９２ｃを、道路１０１を横断するように施工された側溝９２ａと接続してい
る。
【０００５】
　図１８は、側溝システム９１を、側溝用ブロック９０と集水桝用ブロック１１０との関
係を側溝用ブロック９０の方向から見た断面図により示している。図１９は、集水桝用ブ
ロック１１０の縦断面図であり、図２０は、集水桝用ブロック１１０を底面と平行な面で
切断した断面図である。この例の側溝用ブロック９０は、図１８に示すように、内部に幅
Ｗ９の水路９６を構成するための自由勾配側溝と称される底側が開いた門型のコンクリー
ト製のブロックである。側溝用ブロック９０の底面９５は、施工現場において、基礎コン
クリート１０９により側溝用ブロック９０の高さ調整がなされた後にインバートコンクリ
ート９５ａにより施工される。
【０００６】
　側溝用ブロック９０は両側の側壁９７と、それら側壁９７の上方を接続し、水路９６の
天井部分を構成する上壁部９８とを含む。上壁部９８の中央が開口（開渠部）９８ａにな
っており、コンクリート製の蓋９９あるいはグレーチング製の蓋を搭載できるようになっ
ている。一方、上壁部９８の両端は暗渠部（スラブ部）となっている。側壁９７の上部９
７ａは、蓋９９を載せるためのＬ字型の蓋受け９７ｃを構成するために外側に張り出す形
状になっている。側壁９７の上部９７ａが外側に張り出すことにより、蓋受け９７ｃが側
壁の下部（基礎）９７ｂの上に位置し、蓋９９の荷重を受けやすい形状となっている。側
壁９７の上部９７ａが外に広がったタイプの側溝用ブロック９０では、水路９６の幅Ｗ９
に対して上壁部９８の幅Ｗ８はかなり長い。
【０００７】
　集水桝用ブロック１１０は、上方から見た形状が正方形で桝のように四方が基本的には
側壁１１７により囲われたコンクリート製のブロックである。この例では、側溝用ブロッ
ク９０と同様に、底面１１５が開いた状態のブロックとして提供される。施工現場におい



(4) JP 2010-65504 A 2010.3.25

10

20

30

40

50

て、基礎コンクリート１０９により側溝用ブロック９０などとの高さ調整がなされた後に
インバートコンクリート１１５ａにより底面１１５が施工される。
【０００８】
　この例の集水桝用ブロック１１０は、四方の側壁１１７のうち、３方の側壁１１７に、
それらの側壁１１７を貫通し、側溝９２ａ～９２ｃに連通する幅Ｗ９の水路１１６が形成
されている。それぞれの側壁１１７の上部１１７ａはＬ字型の蓋受け１１７ｃとなり、グ
レーチング製の蓋１１９が設置される。それぞれの側壁１１７の幅（集水桝用ブロックの
一辺の長さ）Ｌ８は、側溝用ブロック９０の上壁部９８の幅Ｗ８に合致する。このタイプ
の集水桝用ブロック１１０は、側壁１１７の壁厚を十分に確保できる。したがって、図２
０に示すように３方の側壁１１７を貫通するような水路１１６が形成される場合でも側壁
１１７の断面積を確保でき強度を維持できる。
【０００９】
　近年、側溝用ブロックとして、外側に張り出す部分がない、側壁の外側の面が鉛直方向
にほぼストレート（平坦）に広がった側溝用ブロックが提供されている。このようなタイ
プ（外側ストレートタイプ）の側溝用ブロックの典型的なものは、上記のタイプ（外側張
り出しタイプ）の側溝用ブロック９０とは異なり、蓋を載せるための蓋受けを側壁の内側
に張り出すことにより形成している側溝用ブロックである。
【００１０】
　図２１は、外側ストレートタイプの側溝用ブロック８０と、上述した集水桝用ブロック
１１０とを用いて施工された側溝システム１２１の一例を示す平面図である。図２１に示
した側溝システム１２１では、複数の側溝用ブロック８０により施工された３方向の側溝
８２ａ、８２ｂおよび８２ｃを集水桝用ブロック１１０により接続している。この例では
、道路境界、たとえば、道路１０１と民間の土地（民地）１０２との境界１０５に沿って
施工された側溝８２ｂおよび８２ｃを、道路１０１を横断するように施工された側溝８２
ａと接続している。
【００１１】
　図２２は、側溝システム１２１を、側溝用ブロック８０と集水桝用ブロック１１０との
関係を側溝用ブロック８０の方向から見た断面図により示している。この例の側溝用ブロ
ック８０も内部に幅Ｗ９の水路８６を構成するための自由勾配側溝と称される底側が開い
た門型のコンクリート製のブロックである。側溝用ブロック８０の底面８５は、施工現場
において、基礎コンクリート１０９により側溝用ブロック８０の高さ調整がなされた後に
インバートコンクリート８５ａにより施工される。
【００１２】
　側溝用ブロック８０は両側の側壁８７と、それら側壁８７の上方を接続し、水路８６の
天井部分を構成する上壁部８８とを含む。上壁部８８の中央が開口（開渠部）８８ａにな
っており、コンクリート製の蓋８９あるいはグレーチング製の蓋を搭載できるようになっ
ている。上壁部８８の両端（長手方向の両端）はスラブ部（暗渠部）となっている。側壁
８７の上部８７ａは、蓋８９を載せるためのＬ字型の蓋受け８７ｃを構成するために内側
に張り出す形状になっている。このタイプの側溝用ブロック８０では、上記の異なるタイ
プの側溝用ブロック９０と同じ幅Ｗ９の水路８６を形成するための上壁部８８の幅Ｗ７を
狭くできる。
【００１３】
　したがって、集水桝用ブロック１１０と組み合わせたシステム１２１においては、集水
桝用ブロック１１０の一辺の長さＬ８に対して側溝用ブロック８０の幅Ｗ７が狭くなる。
このため、道路１０１と民地１０２との境界１０５に合わせて集水桝用ブロック１１０を
配置すると、側溝用ブロック８０と境界１０５との間に隙間Ｇが形成されることになる。
道路１０１と住宅などの民地１０２との境界１０５は、しばしば擁壁などのコンクリート
構造物で構成されており、このような隙間Ｇが発生すると、隙間Ｇを処理するために時間
と手間を要することがある。また、この隙間Ｇはデッドスペースである。したがって、側
溝用ブロック８０を使用することにより、同じ水路幅Ｗ９を確保するための側溝８２ｂお
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よび８２ｃの幅Ｗ７を狭くできるにも関わらず、デッドスペースが生じることは側溝用ブ
ロック８０のメリットが半減する。
【００１４】
　図２３および図２４は、側溝用ブロック８０の幅Ｗ７に合致する一辺の長さＬ７を備え
た集水桝用ブロック１３０の一例である。この集水桝用ブロック１３０は、上方から見た
形状が正方形で桝のように四方が基本的には側壁１３７により囲われたコンクリート製の
ブロックである。この例では、側溝用ブロック８０と同様に、底面１３５が開いた状態の
ブロックとして提供される。施工現場において、基礎コンクリート１０９により側溝用ブ
ロック８０などとの高さ調整がなされた後にインバートコンクリート１３５ａにより底面
１３５が施工される。
【００１５】
　この例の集水桝用ブロック１３０は、四方の側壁１３７のうち、３方の側壁１３７に、
それらの側壁１３７を貫通し、側溝８２ａ～８２ｃに連通する幅Ｗ９の水路１３６が形成
される。それぞれの側壁１３７の上部１３７ａは内側に張り出したＬ字型の蓋受け１３７
ｃとなり、グレーチング製の蓋１３９が設置される。それぞれの側壁１３７の幅（集水桝
用ブロック１３０の一辺の長さ）Ｌ７は、側溝用ブロック８０の上壁部８８の幅Ｗ７に合
致する。このタイプの集水桝用ブロック１３０は、側壁１３７の壁厚を十分に確保できな
い。したがって、図２４に示すように３方の側壁１３７を貫通するような水路１３６が形
成されると、側壁１３７の残された部分の断面積は非常に小さくなり強度が維持できない
。たとえば、集水桝用ブロックの壁の厚みが１／２となると、角（隅、コーナー）の脚の
部分、すなわち、互いに隣り合う２辺に水路が形成されている角の部分の断面積は１／４
となり強度は大幅に低下する。
【００１６】
　さらに、図２３に示すように、蓋受け１３７ｃが内側に張り出した形状になるので、集
水桝をメンテナンスするための開口が小さくなる。集水桝は、ごみ、泥などが溜まりやす
い部分であり、ごみ、泥などを溜めて除去するためにも用いられる。したがって、開口を
広く確保することは集水桝用ブロックにおいて重要なことである。
【課題を解決するための手段】
【００１７】
　本発明の一態様は、複数の側溝用ブロックを角度が異なるように少なくとも２方向に接
続可能なコンクリート製の集水桝用ブロックであって、四方に配置された第１ないし第４
の側壁を有し、底部は開放され、上部に蓋受けが設けられている集水桝用ブロックである
。第１から第３の側壁は、第１から第３の側壁のうちの少なくとも１つの側壁が、少なく
とも１つの側壁を貫通する水路が形成され、または、水路が形成されるように打ち抜き可
能となっている。すなわち、第１から第３の側壁のうちの少なくとも１つの側壁は予め水
路が形成されているか、水路が形成できるノックアウト式の側壁となっている。一方、第
４の側壁は、その壁厚が第１から第３の側壁より厚く、当該側壁を貫通する水路が予め形
成されている。
【００１８】
　本発明に含まれる集水桝用ブロックは、まず、第１から第３の側壁に対して第４の側壁
が厚く、上述した集水桝用ブロックとは異なり９０度回転対象な形状とはなっていない。
第４の側壁を厚くすることにより集水桝用ブロックの強度を確保できる。また、第４の側
壁のみを厚くすることにより、第４の側壁を貫通する水路に直交する水路を偏心した位置
（片寄った位置）に開けることができ、偏心した位置で側溝用ブロックを接続できる。こ
のため、境界に沿って側溝システムを施工する際に、境界と側溝用ブロックとの間に隙間
が生じることを抑制できる。
【００１９】
　さらに、集水桝用ブロックは、上部にグレーチング蓋を設置するために断面がＬ字型の
部材により形成された蓋受け枠を有する。蓋受け枠は、第１から第３の側壁の上に、蓋受
け枠の外周面が第１から第３の側壁の外周面とほぼ一致し、蓋受け枠の三辺が露出するよ
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うに搭載され、第４の側壁の内側上部に蓋受け枠の他の一辺が搭載される。典型的には、
第１から第３の側壁は、それらの壁厚が蓋受け枠の一辺の幅にほぼ等しい。また、第４の
側壁の外側上部は、蓋受け枠のほぼ上端まで達するコンクリート製のスラブ（Ｓｌａｂ）
部となっていることが望ましい。
【００２０】
　第４の側壁を厚くして強度を確保できるので、第１から第３の側壁は薄くでき、それら
の壁厚を蓋受け枠の一辺の幅（枠幅）にほぼ等しくできる。さらに、第１から第３の側壁
の上に蓋受け枠の三辺が露出するように搭載することにより、蓋受け枠を覆うコンクリー
トの厚みが確保できないという問題を回避できる。すなわち、蓋受け枠の側面などをコン
クリートによりカバーしようとすると、はげ落ちを防止するために少なくとも数ｃｍの厚
みは必要となり、壁厚を薄くできない、あるいは、蓋受け枠に囲われる開口面積が確保で
きないという問題が生じていた。これらの問題を蓋受け枠を露出させることで回避できる
。
【００２１】
　一方、第４の側壁は厚いので、側壁の内側上部に蓋受け枠の他の一辺を搭載し、側壁の
外側上部は、蓋受け枠のほぼ上端まで達するコンクリート製のスラブ部（暗渠構造）とす
ることにより強度を確保できる。
【００２２】
　第１から第３の側壁においては、蓋受け枠の三辺の上端が当該集水桝用ブロックに接続
される側溝用ブロックの上端に合わせられるようになっており、第４の側壁においては、
スラブ部の上端が当該集水桝用ブロックに接続される他の側溝用ブロックの上端に合わせ
られるようになっていることが望ましい。第１から第４の側壁のそれぞれに側溝用ブロッ
クを段差なく（段差が少ない状態で）接続できる。
【００２３】
　第１から第３の側壁のそれぞれの外側面は鉛直方向にほぼ平坦に広がっていてよく、外
側ストレートタイプの側溝用ブロックとの組み合わせにより、土地境界との隙間が発生し
にくい側溝システムを施工できる。
【００２４】
　スラブ部の上面に、当該集水桝用ブロックに接続される側溝用ブロックの暗渠部の上面
と連続する模様、たとえば、碁盤模様、格子模様を付けることができる。第４の側壁のス
ラブ部は、接続される側溝用ブロックと共通の模様が付され、第１から第３の側壁と側溝
用ブロックとの接続部分は蓋受け枠の縁が若干見えるだけとなる。したがって、側溝用ブ
ロックおよび集水桝用ブロックとが視覚的に纏まりのある側溝システムを施工できる。
【００２５】
　本発明の他の態様は、上述した集水桝用ブロックと、この集水桝用ブロックの第４の側
壁に接続された第１の側溝用ブロックであって、第４の側壁の幅と等しい幅の第１の側溝
用ブロックと、集水桝用ブロックの第４の側壁と直交する第１の側壁に接続された第２の
側溝用ブロックであって、第１の側溝用ブロックと等しい幅の第２の側溝用ブロックとを
有する側溝である。
【００２６】
　本発明に含まれる集水桝用ブロックを用いて、９０度方向に曲がるように第１の側溝用
ブロックを集水桝用ブロックの第４の側壁に接続し、第２の側溝用ブロックを集水桝用ブ
ロックの第４の側壁に隣接する第１の側壁に接続した側溝システムを施工できる。さらに
、第３の側溝用ブロックを集水桝用ブロックの第１の側壁に対峙する第３の側壁に接続す
ることによりＴ字型に側溝が組み合わされた側溝システムを施工でき、土地境界に沿って
、隙間が生じにくいように第２および第３の側溝用ブロックおよび集水桝用ブロックを配
置できる。側溝用ブロックは、門型の側溝用ブロックであって、さらに、両側壁の外側が
ほぼ平坦であるものが好ましい。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２７】
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　以下、図面を参照して、本発明の一実施形態について説明する。図１は、本発明の一実
施形態にかかる集水桝用ブロック（会所桝用ブロック）１０を斜視図により示している。
図２は、集水桝用ブロック１０の蓋受け枠３０にグレーチング蓋４０を設置した状態を斜
視図により示している。図３は、集水桝用ブロック１０の平面図（上面図）であり、図４
は、集水桝用ブロック１０の底面図であり、図５は、集水桝用ブロック１０の正面図であ
る。図６は、集水桝用ブロック１０の側面図（右側面図）であり、集水桝用ブロック１０
の左側面図は、図６に示す右側面図と対称である。図７は、集水桝用ブロック１０を図３
中のVII－VII線に沿って切断した断面図により示している。図８は、集水桝用ブロック１
０を図３中のVIII－VIII線に沿って切断した断面図により示している。さらに、図９は、
集水桝用ブロック１０の背面図である。
【００２８】
　この集水桝用ブロック１０は、基本的にはコンクリート製で、工場においてプレハブ（
プレキャスト）されたものであり、複数の側溝用ブロックを角度が異なるように少なくと
も２方向に接続可能なコンクリート製の集水桝用ブロックである。この集水桝用ブロック
は、典型的には、道路、歩道などに沿って雨水、生活排水などを排出するための側溝シス
テムを施工するために側溝用ブロックとともに使用される。
【００２９】
　この集水桝用ブロック１０は、四方に配置された第１の側壁１１、第２の側壁１２、第
３の側壁１３および第４の側壁１４を有する。本例の集水桝用ブロックでは、第１の側壁
１１と第３の側壁１３とが対向した側壁であり、第４の側壁１４に隣接している側壁であ
る。また、第２の側壁１２と第４の側壁１４とが対向している。この集水桝用ブロック１
０では、第１から第３の側壁１１～１３の外側面１１ａ～１３ａは、後述するようにノッ
クアウト用の凹み２９が設けられているが、全体として鉛直方向へ平坦に広がるように形
成されている。
【００３０】
　この集水桝用ブロック１０は、コンクリート製の本体部２０と、本体部２０の上部に取
り付けられた（埋設された）金属製の蓋受け枠３０とを含む。本体部２０の底部２５は開
放されているが、現場においてインバートコンクリートにより底面が施工され、本体部２
０の内部に会所（水路）２６が形成される。したがって、この集水桝用ブロック１０は、
可変勾配側溝と称される側溝用ブロックを接続するための会所を施工するのに適したブロ
ックである。蓋受け枠３０は、グレーチング蓋４０を設置するために断面がＬ字型の金属
製の部材（例えば、ステンレス製のＬ型チャンネル、亜鉛メッキされたＬ型チャンネルな
ど）により形成されている。
【００３１】
　本例の集水桝用ブロック１０では、第１から第３の側壁１１～１３の全てにノックアウ
ト用の凹み２９が設けられている。このため、現場で、それらの側壁１１～１３を凹み２
９に沿って打ち抜くことにより、それぞれの側壁１１～１３を貫通し、会所２６へ至るア
ーチ型の水路を形成できる。すなわち、第１から第３の側壁１１～１３は、それぞれ、ア
ーチ型の水路を形成するための打ち抜き部を含んでいる。
【００３２】
　一方、図４、図７および図８に示すように、第４の側壁１４は、壁厚ｔ４が第１から第
３の側壁１１～１３の壁厚ｔ１～ｔ３より厚く、第４の側壁１４には、予め、側壁１４を
貫通するアーチ型の水路２４が形成されている。典型的には、幅Ｗ９が３００ｍｍの水路
を形成する側溝用ブロックを接続するための集水桝（会所桝）用のブロック１０の場合、
第１から第３の側壁の壁厚ｔ１～ｔ３が６０ｍｍであり、第４の側壁の壁厚ｔ４が１６０
ｍｍであり、第４の側壁の壁厚ｔ４は、他の側壁の壁厚ｔ１～ｔ３のほぼ２．５倍となる
ように設計されている。第４の側壁の壁厚ｔ４は、他の側壁の壁厚ｔ１～ｔ３のほぼ２～
３倍程度であることが望ましい。
【００３３】
　したがって、集水桝用ブロック１０は、第４の側壁１４の壁厚ｔ４が第１から第３の側
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壁１１～１３の壁厚ｔ１～ｔ３より厚く、９０度回転対象な形状とはなっていない。すな
わち、この集水桝用ブロック１０は、第４の側壁１４と第２の側壁１２の方向の長さＬ１
が、第１の側壁１１と第３の側壁１３の方向の長さＬ２に対して長い。典型的には、水路
幅Ｗ９が３００ｍｍの側溝用ブロック５０に適した集水桝用ブロックでは、長さＬ１が５
２０ｍｍ、長さＬ２が４２０ｍｍである。
【００３４】
　コンクリート製の本体部２０の上部に搭載された蓋受け枠３０は、断面がＬ字型の金属
製の部材により構成された正方形の枠であり４辺３１～３４を備えている。蓋受け枠３０
は、鉛直方向に延びた外周壁３５と、外周壁３５から水平方向に内側に延びた受け壁３６
とを含み、金属製のグレーチング蓋４０を外周壁３５と受け壁３６とにより支持できるよ
うになっている。蓋受け枠３０の受け壁３６の幅は、第１から第３の側壁の壁厚ｔ１～ｔ
３とほぼ同じになっており、蓋受け枠３０は、第１から第３の側壁１１～１３の上に、蓋
受け枠３０の外周壁３５の外周面３７が第１から第３の側壁１１～１３の外周面１１ａ～
１３ａとほぼ一致するように搭載されている。したがって、蓋受け枠３０の三辺３１～３
３が、金属製の外周面３７が露出するようにコンクリート製の本体部２０の上に搭載され
ている。
【００３５】
　一方、蓋受け枠３０の残りの一辺３４は第４の側壁１４の内側上部に搭載されており、
第４の側壁１４の外側上部は、蓋受け枠３０のほぼ上端まで達するコンクリート製のスラ
ブ部２１となっている。スラブ部２１の上面２１ａには、後述する側溝用ブロック５０の
暗渠部５８の上面５８ａと繋がる模様２２が付されている。本例では、上面２１ａの両端
４１に対して中央４２が若干凹んだ形状となり、中央４２の凹んだ面に碁盤（格子）状の
模様２２が付されている。
【００３６】
　このような集水桝用ブロック１０では、第１から第３の側壁１１～１３においては、蓋
受け枠３０の三辺３１～３３の上端３８が当該集水桝用ブロック１０に接続される側溝用
ブロック５０の上端（暗渠部５８の上面）５８ａに合わせられるようになっている。また
、集水桝用ブロック１０の第４の側壁１４においては、スラブ部２１の上端（上面）２１
ａが側溝用ブロック５０の上端５８ａに合わせられるようになっている。
【００３７】
　図１０は、集水桝用ブロック１０の第１の側壁１１のノックアウト用の凹み２９と、第
３の側壁１３のノックアウト用の凹み２９を施工現場で打ち抜いた状態を斜視図により示
している。図１１は、図１０の集水桝用ブロック１０のノックアウト孔２９を打ち抜いた
ブロック（以降では、施工状態の集水桝用ブロック）１０ａの蓋受け枠３０にグレーチン
グ蓋４０を設置した状態を斜視図により示している。図１２は、施工状態の集水桝用ブロ
ック１０ａを底面と平行な面で切断し、上に向かって見た断面図により示している。
【００３８】
　この施工状態の集水桝用ブロック１０ａでは、側壁１１および１３を貫通して会所２６
に達する水路２８と、側壁１４を貫通して会所２６に達する水路２４とを備えている。し
たがって、側壁１１、１３および１４の三方に側溝用ブロック５０を接続でき、角度が９
０度異なるように３方向の側溝がＴ字型に交わる側溝システムを施工できる。集水桝用ブ
ロック１０により、側壁１１または１３の一方のノックアウト孔２９を打ち抜いた異なる
状態の施工用の集水桝用ブロックを形成することも可能であり、角度が９０度異なるよう
に２方向の側溝がＬ字型に交わる側溝システムを施工できる。さらに、集水桝用ブロック
１０により、側壁１１～１３のノックアウト孔２９を打ち抜いた異なる状態の施工用の集
水桝用ブロックを形成することも可能であり、Ｘ字型に側溝が交わる側溝システムを施工
できる。さらに、集水桝用ブロック１０により、側壁１２のノックアウト孔２９を打ち抜
いた異なる状態の施工用の集水桝用ブロック１０ａを形成することも可能であり、側溝の
途中に集水用の桝を備えた側溝システムを施工できる。
【００３９】
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　図１３は、外側ストレートタイプの側溝用ブロック５０と、施工用の集水桝用ブロック
１０ａとを用いて施工された側溝システム１の一例を示す平面図である。図１３に示した
側溝システム１では、複数の側溝用ブロック５０により施工された３方向の側溝２ａ、２
ｂおよび２ｃを集水桝用ブロック１０ａにより接続している。この例では、道路境界、た
とえば、道路１０１と民間の土地（民地）１０２との境界１０５に沿って施工された側溝
２ｂおよび２ｃを、道路１０１を横断するように施工された側溝２ａと接続している。
【００４０】
　図１４は、側溝システム１を、側溝用ブロック５０と集水桝用ブロック１０ａとの関係
を側溝２ｂの側溝用ブロック５０の方向から見た断面図により示している。図１５は、側
溝用ブロック５０と集水桝用ブロック１０ａとの関係を、側溝２ａと集水桝用ブロック１
０ａとの接続部分の断面図により示している。この例の側溝用ブロック５０も内部に幅Ｗ
９の水路５６を構成するための自由勾配側溝と称される底側が開いた門型のコンクリート
製のブロックである。側溝用ブロック５０の底面５５は、施工現場において、基礎コンク
リート１０９により側溝用ブロック５０の高さ調整がなされた後にインバートコンクリー
ト５５ａにより施工される。それとともに、集水桝用ブロック１０ａの底面２５もインバ
ートコンクリート２５ａにより施工される。
【００４１】
　側溝用ブロック５０は両側の側壁５７と、それら側壁５７の上方を接続し、水路５６の
天井を構成する上壁部５３とを含む。上壁部５３の中央が開口（開渠部）５２になってお
り、コンクリート製の蓋５９あるいはグレーチング製の蓋を搭載できるようになっている
。上壁部５３の長手方向の両端はスラブ部（暗渠部）５８となり、その上面５８ａに模様
５４が付されている。この側溝用ブロック５０では、上壁部５３の上面全体が、幅方向（
短手方向）の両端４１に対して中央４２が凹んだ形状となり、中央４２に碁盤（格子）状
の模様５４が付されている。
【００４２】
　側溝用ブロック５０の側壁５７の上部５７ａは、蓋５９を載せるためのＬ字型の蓋受け
５７ｃを構成するために内側に張り出す形状になっている。この側溝用ブロック５０は、
図２１および２２で説明した側溝用ブロック８０と同じく、外側ストレートタイプの側溝
用ブロックであり、外側張り出しタイプの側溝用ブロック９０と同じ幅Ｗ９の水路５６を
形成するためのスラブ部５８の幅Ｗ７を狭くできる。
【００４３】
　集水桝用ブロック１０は、第４の側壁１４の壁厚ｔ４が第１から第３の側壁１１～１３
の壁厚ｔ１～ｔ３より厚く、９０度回転対象な形状とはなっていない。この集水桝用ブロ
ック１０は、第４の側壁１４と第２の側壁１２の方向の長さＬ１が、第１の側壁１１と第
３の側壁１３の方向の長さＬ２に対して長い。また、第４の側壁１４を厚くすることによ
り、第１から第３の側壁１１～１３の少なくともいずれかのノックアウト孔２９が打ち抜
かれた施工状態の集水桝用ブロック１０ａの強度を確保できる。
【００４４】
　このように、集水桝用ブロック１０は、第４の側壁１４の壁厚ｔ４のみを厚くすること
により、第４の側壁１４を貫通する水路２４に直交する水路、すなわち、第１の側壁１１
および第３の側壁１３のノックアウト孔２９を打ち抜くことにより形成される水路２８を
、長手方向Ｌ１に対して偏心した位置（片寄った位置）に開けることができる。この例で
は、集水桝用ブロック１０の長手方向（長さＬ１）に直交する方向の長さ（第４の側壁１
４および第２の側壁１２の幅方向の長さ）Ｌ２を、側溝用ブロック５０の幅Ｗ７に一致さ
せている。また、第１の側壁１１および第３の側壁１３のノックアウト孔２９の位置を、
第２の側壁１２の外面１２ａと側溝用ブロック５０の側壁５７の外面とを面合わせしたと
きに、側溝用ブロック５０の水路５６の位置と一致するように配置している。
【００４５】
　すなわち、集水桝用ブロック１０の第１から第３の側壁１１～１３の壁厚ｔ１～ｔ３は
、側溝用ブロック５０の側壁５７の壁厚と同じになるように設計されている。さらに、集
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水桝用ブロック１０の短手方向の長さＬ２は、側溝用ブロック５０の幅Ｗ７と同じになる
ように設計され、側壁１４は、側溝用ブロック５０の端面と合致するように、または同じ
形状になるように設計されている。集水桝用ブロック１０の長手方向（長さＬ１の方向）
では、第２の側壁１２から長さＬ２の範囲で側溝用ブロック５０の幅Ｗ７に合致するよう
に、すなわち、側溝用ブロック５０の端面と同じ形状になるように設計されている。
【００４６】
　したがって、第１の側壁１１のノックアウト孔２９を打ち抜いて水路２８を形成し、さ
らに、第３の側壁１３のノックアウト孔２９を打ち抜いて水路２８を形成した施工状態の
集水桝用ブロック１０ａは、第２の側壁１２と、側溝２ｂの側溝用ブロック５０の側壁５
７と、さらに、側溝２ｃの側溝用ブロック５０の側壁５７とを、それらの側壁の外面が面
合わせ、すなわち、それらの側壁の外面がほぼ真っ直ぐになるように接続できる。このた
め、境界１０５に沿って側溝システム１を施工する際に、境界１０５と側溝用ブロック５
０との間に隙間が生じることを抑制できる。
【００４７】
　図１６は、集水桝用ブロック１０ａと側溝２ａ～２ｃが接続されている様子を底面と平
行な面で切断した断面図である。集水桝用ブロック１０ａの第２の側壁１２の壁厚ｔ２と
、側溝用ブロック５０の側壁５７の壁厚とはほぼ同じであり、さらに、集水桝用ブロック
１０ａの会所２６に繋がる水路２８の幅Ｗ９と、側溝用ブロック５０の水路５６の幅Ｗ９
とはほぼ同じである。したがって、集水桝用ブロック１０の第１の側壁１１および第３の
側壁１３にそれぞれ接続される側溝２ｃおよび２ｂの水路５６は、集水桝の会所２６を介
して、側溝の内面の凹凸がほとんどない状態で接続される。
【００４８】
　集水桝用ブロック１０ａの第１の側壁１１の壁厚ｔ１と、第３の側壁１３の壁厚ｔ３と
は、側溝用ブロック５０の側壁５７の壁厚とはほぼ同じであり、さらに、集水桝用ブロッ
ク１０ａの会所２６に繋がる水路２４の幅Ｗ９と、側溝用ブロック５０の水路５６の幅Ｗ
９とはほぼ同じである。したがって、集水桝用ブロック１０の第４の側壁１４に接続され
る側溝２ａの水路５６も、集水桝の会所２６に側溝の内面の凹凸がほとんどない状態で接
続される。
【００４９】
　集水桝用ブロック１０ａにおいては、図１６に示すように、予め水路２４が設けられ、
施工現場で壁面を打ち抜く必要のない第４の側壁１４の壁厚ｔ４を厚くして強度を確保し
ている。図２４に示した例と比較すると分かるように、Ｔ字型の側溝システムを施工する
ときにもっとも断面積が小さくなる部分の断面積を確保できる。
【００５０】
　すなわち、図２４に示した例では、９０度で交差するように側溝同士を繋ぎこむときに
側溝同士の境界となる部分の断面積が極端に小さくなる。これに対し、集水桝用ブロック
１０（１０ａ）においては、第４の側壁１４を厚くして水路２４を予め形成することによ
り、９０度で交差するように側溝同士を繋ぎこむときに第４の側壁１４が側溝同士の境界
となる部分とし、断面積を大きくしている。典型的には、９０度で交差するように側溝同
士を繋ぎこむときの境界となる部分（角、隅、コーナー、脚の部分）の断面は、正方形状
ではなく、長方形状とすることにより広い断面積を確保している。このため、第４の側壁
１４に対峙する第２の側壁１２の壁厚ｔ２は、側溝用ブロック５０の側壁５７の壁厚と同
じにすることが可能となり、側溝用ブロック５０と土地境界１０５との間に隙間Ｇが生ず
るのを防止できる。
【００５１】
　さらに、第４の側壁１４の上側はコンクリート製のスラブ部２１になっており、第４の
側壁１４は全体として厚い門型の構造体となる。このため、第４の側壁１４により、他の
側壁のノックアウト孔２９が打ち抜かれても、集水桝用ブロック１０ａとしての強度を確
保できる。したがって、第１から第３の側壁１１～１３は薄くでき、ノックアウト式の現
場で壁を打ち抜くタイプの集水桝用ブロックを提供できる。
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【００５２】
　さらに、この集水桝用ブロック１０（１０ａ）においては、第１から第３の側壁１１～
１３の上に蓋受け枠３０の三辺３１～３３が露出するように搭載している。このため、蓋
受け枠３０を覆うコンクリートの厚みが確保できないという問題を回避できる。さらに、
蓋受け枠３０を露出させることにより蓋受け枠３０の三辺３１～３３を第１から第３の側
壁１１～１３の上に載せることができ、第４の側壁１４については、厚いので、側壁１４
の内側上部に蓋受け枠３０の他の一辺３４を搭載できる。したがって、側壁そのもので蓋
受け枠３０を支持でき、蓋受け枠３０を支持するために側壁から内側あるいは外側へ張り
出した構造をなくすことができる。このため、集水桝の会所２６へ上から至る開口、すな
わち、蓋４０を設置する開口３９を広く確保できる。集水桝の会所２６は、ごみ、泥など
が溜まりやすい部分であり、集水桝用ブロック１０は、ごみ、泥などを溜めて除去するた
めにも用いられる。したがって、開口３９を広く確保できるので、メンテナンスのし易い
集水桝用ブロック１０を提供できる。
【００５３】
　また、蓋受け枠３０を側壁１１～１４のそれぞれの直上に搭載でき、外側への張り出し
が不要なので、第１～第３の側壁１１～１３のそれぞれの外側面１１ａ～１３ａは鉛直方
向にほぼ平坦に広がった設計にできる。集水桝用ブロック１０（１０ａ）は、この点でも
、外側ストレートタイプの側溝用ブロック５０との組み合わせに適しており、土地境界１
０５との隙間が発生しにくい側溝システム１を施工できる。
【００５４】
　また、第１から第３の側壁１１～１３においては、蓋受け枠３０の三辺３１～３３の上
端３８が当該集水桝用ブロック１０（１０ａ）に接続される側溝用ブロック５０の上端（
上面）５８ａに合わせられるようになっている。第４の側壁１４においては、スラブ部２
１の上端（上面）２１ａが当該集水桝用ブロック１０（１０ａ）に接続される他の側溝用
ブロック５０の上端（上面）５８ａに合わせられるようになっている。したがって、第１
から第４の側壁１１～１４の上面（上端）と、側溝用ブロック５０の上面５８ａとを段差
なく（段差が少ない状態で）接続できる。
【００５５】
　また、第４の側壁１４のスラブ部２１の上面２１ａには、当該集水桝用ブロック１０（
１０ａ）に接続される側溝用ブロック５０の暗渠部５８の上面５８ａと連続する模様２２
を付すことができる。この例では、共通する模様２２および５４として、碁盤模様（格子
模様）が付されている。模様２２および５４は、本例に限定されない。
【００５６】
　側溝システム１においては、集水桝用ブロック１０の第４の側壁１４のスラブ部２１は
、接続される側溝用ブロック５０と共通の模様が付され、第１から第３の側壁１１～１３
と側溝用ブロック５０との接続部分は蓋受け枠３０の縁３８が若干見えるだけとなる。し
たがって、側溝用ブロック５０と集水桝用ブロック１０（１０ａ）とにより、視覚的に纏
まりのある側溝システム１を施工できる。
【００５７】
　なお、本例の集水桝用ブロックでは、第１から第３の側壁１１～１３の全てが、アーチ
型の水路が形成されるように打ち抜き可能となっているが、第１から第３の側壁１１～１
３のうちの少なくとも１つが、アーチ型の水路が形成されるように打ち抜き可能となって
いてもよい。また、第４の側壁１４に形成されている水路２４の形状、第１から第３の側
壁１１～１３にノックアウト孔２９を打ち抜くことにより形成される水路の形状は、上方
が弓型あるいは面取りされたアーチ型に限らず、門型またはそれに近い形状であってもよ
い。さらに、集水桝用ブロックは、第１から第３の側壁１１～１３にノックアウト孔２９
を設ける代わりに、予め、アーチ型または門型の水路が形成されているものであってもよ
い。
【図面の簡単な説明】
【００５８】



(12) JP 2010-65504 A 2010.3.25

10

20

30

【図１】本発明の一実施形態にかかる集水桝用ブロックを示す斜視図。
【図２】図１の集水桝用ブロックの蓋受け枠にグレーチング蓋を設置した状態を示す斜視
図。
【図３】図１の集水桝用ブロックの平面図。
【図４】図１の集水桝用ブロックの底面図。
【図５】図１の集水桝用ブロックの正面図。
【図６】図１の集水桝用ブロックの右側面図。
【図７】図３中のVII－VII線に沿って切断して示す断面図。
【図８】図３中のVIII－VIII線に沿って切断して示す断面図。
【図９】図１の集水桝用ブロックの背面図。
【図１０】図１の集水桝用ブロックにおいて、水路が形成されるように、第１および第３
の側壁の一部を打ち抜いた状態（施工状態）の集水桝用ブロックを示す斜視図。
【図１１】図１０の集水桝用ブロックの蓋受け枠にグレーチング蓋を設置した状態を示す
斜視図。
【図１２】図１０の集水桝用ブロックを底面と平行な面で切断して示す断面図。
【図１３】図１０の集水桝用ブロックと側溝用ブロックとを含む側溝システムの一例を示
す平面図。
【図１４】集水桝用ブロックに接続する側溝用ブロックの断面図。
【図１５】集水桝用ブロックと側溝用ブロックとの接続部分を、集水桝用ブロックと側溝
用ブロックとを含む断面で見た図。
【図１６】集水桝用ブロックと側溝用ブロックとの接続部分を水平方向に切った断面図。
【図１７】側溝システムの一例（比較例）を示す平面図。
【図１８】図１７の側溝システムの集水桝用ブロックに接続する側溝用ブロックの断面図
。
【図１９】図１７の側溝システムの集水桝用ブロックと側溝用ブロックとの接続部分を、
集水桝用ブロックと側溝用ブロックとを含む断面で見た図。
【図２０】図１７の側溝システムの集水桝用ブロックと側溝用ブロックとの接続部分を水
平方向に切った断面図。
【図２１】異なる側溝システムの他の一例（比較例）を示す平面図。
【図２２】図２１の側溝システムの集水桝用ブロックに接続する側溝用ブロックの断面図
。
【図２３】異なる集水桝用ブロック（比較例）を示す断面図。
【図２４】図２３の集水桝用ブロックを底面と平行な面で切断して示す断面図。
【符号の説明】
【００５９】
１　　側溝システム、　２ａ、２ｂ、２ｃ　側溝
１０、１１０、１３０　集水桝用ブロック（会所桝用ブロック）
５０、８０、９０　側溝用ブロック



(13) JP 2010-65504 A 2010.3.25

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】



(14) JP 2010-65504 A 2010.3.25

【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】

【図１３】 【図１４】

【図１５】



(15) JP 2010-65504 A 2010.3.25

【図１６】 【図１７】

【図１８】

【図１９】

【図２０】

【図２１】



(16) JP 2010-65504 A 2010.3.25

【図２２】

【図２３】

【図２４】


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings

